
ブ ロ ッ ク 塀 等
撤 去 工 事 等 助 成 制 度
道路等に面したブロック塀等の撤去工事及び撤去後のフェンス等設置にかかる
費用の一部を助成します。工事の契約をする前に必ずご相談ください。

石造、れんが造、コンクリートブロッ
ク造、補強コンクリートブロック造、
万年塀その他これらに類する塀および
これらと一体となった門柱のことを
「ブロック塀等」としています。
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地震に対して安全な構造であるフェン
スその他これに類するものを「フェン
ス等」としています。
設置予定のものがある場合は、申請前
に図面等をお持ちのうえ、窓口にてご
相談ください。

建築基準法第 4 2 条第 2 項に規定する
道路のことです。
ブロック塀等が狭あい道路に面する場
合は、拡幅整備協議を行う必要があり
ます。

建築基準法第 4 2 条に規定されている
道路、または一般の交通に使用されて
いる通路のことを「道路等」としてい
ます。

幅員４ｍ以上の道路、または区が指定
する通学路のことを「避難路」として
います。
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（前面道路部分が私道又は隣地の場合当該前面道路部分の所有者の同意書）

 □撤去工事の見積書

・ 前面道路と助成対象ブロック塀等の間に第三者の土地がある場合、その土地にも撤去後の助成要件
   が適用されます
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【図 2】

建物

狭あい道路㋑
( 拡幅整備協議が必要な道路 )

道路拡幅整備

幅員 4m以上の道路㋐

　　　の塀のみを撤去する
場合もセットバックの必要
があります。

　　　の塀を撤去する場合は
拡幅整備協議が必要です。

鉄筋コンクリート基礎

上部はフェンスにする

（ブロック塀等の撤去後、フェンス等を設置する場合）
【図 1】

道路面

土留めとして機能する

新たに塀を設置する場合は高
さ 40cm( ブロック 2段 ) 以下

㋐の幅員が 6m未満の場合、
底辺2mの隅切りが必要です。

2 m
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